
　船橋市長あて

住所（所在地）

名称（法人名または屋号）

氏名（代表者名） ㊞

確認事項　※該当するものにチェックしてください（全て該当する必要があります）

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

補助対象経費の支払先が以下のいずれでもないこと
① 申請者の親会社等又は子会社等
② 法人にあっては、申請者の代表者、申請者の代表者の配偶者又は二親等内の親族並びに申請者本人、
   代表者が申請者の代表者と同一の法人、当該配偶者又は親族が代表者を務める法人
③ 個人にあっては、申請者本人、申請者の配偶者又は二親等内の親族並びに代表者が申請者と同一の法人、
　 当該配偶者又は当該親族が代表者を務める法人

誓　　約　　書

　　年　　月　　日　　

別表に掲げる者に該当しないこと　※別表は裏面を参照

船橋市賃上げ補助制度活用支援補助金交付申請に係る下記の確認事項について虚偽がないことを誓約します。

本補助金の交付申請日時点で市内に事業所を有し、今後も継続して市内で事業活動を行う意思を有していること

令和８年４月１日以降に、賃上げを交付要件、加算要件又は加点要件とする国等の補助制度を申請していること

令和８年４月１日以降に中小企業庁が認定した経営革新等支援機関、又は弁護士、公認会計士、司法書士、行政書
士、税理士、中小企業診断士若しくは社会保険労務士等の国家資格を有し高度な専門的見地から中小企業者等の経営
を支援する者と契約を締結し経費を支払っていること（なお、顧問契約上の支援業務に係る経費を除く）

市税を滞納していないこと

市長が必要と判断した場合に、事情聴取、事業所への立入等の調査に応じること

暴力団、暴力団員又はそれらと密接な関係を有さないこと

宗教上の組織又は団体若しくは政治団体でないこと

申請者が当制度で過去に補助金の交付を受けたことがないこと



 

 

別表   

業種 定義 

① 製造業、建設業、運輸業、旅行業、その

他 

資本金の額又は出資の総額が３億円を超える会社又は常

時使用する従業員の数が 300 人を超える会社及び個人 

 ② ゴム製品製造業（自動車又は航空機用

タイヤ及びチューブ製造業並びに工業

用ベルト製造業を除く） 

資本金の額又は出資の総額が３億円を超える会社又は常

時使用する従業員の数が 900 人を超える会社及び個人 

③ 卸売業 資本金の額又は出資の総額が１億円を超える会社又は常

時使用する従業員の数が 100 人を超える会社及び個人 

④ サービス業 資本金の額又は出資の総額が５千万円を超える会社又は

常時使用する従業員の数が 100 人を超える会社及び個人 

 
⑤ ソフトウェア業、情報処理サービス業 

資本金の額又は出資の総額が３億円を超える会社又は常

時使用する従業員の数が 300 人を超える会社及び個人 

⑥ 旅館業 資本金の額又は出資の総額が５千万円を超える会社又は

常時使用する従業員の数が 200 人を超える会社及び個人 

⑦ 小売業 資本金の額又は出資の総額が５千万円を超える会社又は

常時使用する従業員の数が 50 人を超える会社及び個人 

⑧ 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組

合、生活衛生同業組合連合会 

直接又は間接の構成員の３分の２以上が５千万円（卸売

業を主たる事業とする事業者については、１億円）を超

える金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法

人又は常時 50 人（卸売業又はサービス業を主たる事業

とする事業者については、100 人）を超える従業員を使

用する者 

⑨ 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中

央会 

直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の３分の２以上

が３億円を超える金額をその資本金の額若しくは出資の

総額とする法人又は常時 300 人を超える従業員を使用す

る者 

⑩ 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中

央会 

直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の３分の２以上

が５千万円（酒類卸売業者については、１億円）を超え

る金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人

又は常時 50 人（酒類卸売業者については、100 人）を

超える従業員を使用する者 

⑪ 内航海運組合、内航海運組合連合会 直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の３分

の２以上が３億円を超える金額をその資本金の額若しく

は出資の総額とする法人又は常時 300 人を超える従業員

を使用する者 

⑫ 技術研究組合 直接又は間接の構成員の３分の２以上が上記①～⑦、企

業組合又は協業組合に該当する者 


